
一

（
厚
生
労
働
委
員
会
）

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
雇
用
情
勢
及
び
雇
用
保
険
財
政
へ
の
影
響
等
に
対
応
し
、
雇
用
の
安

定
と
就
業
の
促
進
を
図
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
雇
止
め
に
よ
る
離
職
者
の
給
付
日
数
を
拡
充
す
る
特
例
等
の
期
限
を
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

二
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
雇
用
保
険
率
に
つ
い
て
は
、
千
分
の
九
・
五
（
う
ち

失
業
等
給
付
に
係
る
率
千
分
の
二
）
等
と
し
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
雇
用

保
険
率
に
つ
い
て
は
、
千
分
の
十
三
・
五
（
う
ち
失
業
等
給
付
に
係
る
率
千
分
の
六
）
等
と
す
る
。

三
、
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
以
外
の
求
職
者
給
付
（
高
年
齢
求
職
者
給
付
金
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
要
す
る
費
用
に
係

る
国
庫
の
負
担
額
に
つ
い
て
、
毎
会
計
年
度
の
前
々
会
計
年
度
に
お
け
る
労
働
保
険
特
別
会
計
の
雇
用
勘
定
の
財
政
状
況
及

び
求
職
者
給
付
の
支
給
を
受
け
た
受
給
資
格
者
の
数
の
状
況
が
、
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
求
職
者
給
付
の
支
給
に
支
障
が

生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金

以
外
の
求
職
者
給
付
に
要
す
る
費
用
の
四
分
の
一
と
し
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
日
雇
労
働
求
職
者
給
付
金
以



二

外
の
求
職
者
給
付
に
要
す
る
費
用
の
四
十
分
の
一
と
す
る
。

四
、
国
庫
は
、
毎
会
計
年
度
に
お
い
て
、
労
働
保
険
特
別
会
計
の
雇
用
勘
定
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
失
業
等
給
付
及
び
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、

予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
雇
用
保
険
法
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
六
十
七
条
の
規
定
に

よ
り
負
担
す
る
額
を
超
え
て
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

五
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
等
は
、
広
告
等
に
よ
り
求
人
等
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
正
確
か
つ
最
新
の
内
容
に
保
つ
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

六
、
労
働
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
て
行
う
募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏
名
等
の
事
項
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

七
、
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
職
業
訓
練
に
関
す
る
事
務
及
び
事
業
を
行
う
国
及
び
都
道
府
県
の
機
関
は
、
地
域
の
実
情
に

応
じ
た
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
の
促
進
の
た
め
の
取
組
が
適
切
か
つ
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
関
係

機
関
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

八
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


